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短 報

厚生省で は平成元年1月 の公衆衛生審議会結核部会の意見具申を受け,同

年4月1日 か ら,結 核患者の命令入所 による入院適応の基準 と,い わゆ る初

感染結核,(初)の適応基準を改正 した。命令入所 による入院適応の基準改正 は

昭和36年 以来実 に28年 ぶ りの ことで あり,(初)の適応の改正 も昭和50年 以来

14年 ぶ りのことで ある。 これ らに関連 した局長通達お よび公衆衛生審議会結

核部会 の意見具 申の全文 を以下 に掲 げる。

命令入所及び初感染結核通知

健 医 発 第182号

平成 元 年2月28日

{
都道府県知事

政 令 市 長

特 別 区 長}殿

厚生省保健医療局長

結核予防法による入所命令の対象及び命令入所の期間について

結 核予 防法 に よ る入 所命令 の対 象及 び命令入所の期間の取扱 いにつ いて は,昭 和30年9月29日 衛発第

772号 厚生 省公衆衛生局長通知 「結核予防法 による入所命令 の対象及 び命令入所の期間 について」に より実

施 されているところで あるが,「 結核医療 の基準」(昭 和61年3月 厚生省告示第28号)の 改正 に伴 う短期化

学療法 の導入等医療 の進歩及 び結核医療 における菌検査重視 の考え方 を踏 まえ,平 成元年4月1日 より下記

の とお り取 り扱 うことと したので,遺 憾 のないよ う実施 され るとともに,関 係機関への周知方 よろ しくお願

いする。

なお,昭 和36年9月29日 衛発第772号 厚生省公衆衛生局長通知 「結核予防法 による入所命令 の対象及 び

命令入所 の期 間について」 は平成元年3月31日 を もって廃止す る。

記

1.入 所命令 の対象 について

入所命令の対象 とす る患者 は,そ の居住環境 か ら判 断 して同居者 に結核 を伝染 させるおそれのある者で

あ って,そ の医学 的所見が

(1)菌 陽性の肺結核患者

(2)喉 頭結核で喀疾中 に結核菌を認め る患者等,特 に感染性 と考え られ る肺外結核患者

(3)病 状,経 過か ら菌陽性 と考え られ る空洞性肺結核患者あ るいは非空 洞型 であ って も結核病学会病型分

類の 「b.病 巣の拡 り」が2以 上で菌陽性 と考え られ る肺結核患者

とす る。

な お,「 同居 者」 につ いて は,現 状の社会状況 に鑑み,家 庭内同居 とともに,学 校,職 場等社会生活 の
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中での接触者 も含 めて考 える もの とする。

2.命 令入 所の期 間について

命令によ る入所 を継続 する期 間は,喀 疾等 の検体 による塗抹及 び培養で少な くとも月1回 結核菌検査 を

行 い,塗 抹及 び培 養検査 とも結核 菌が連続4か 月陰性で あることが確認 され るまでの期間 とす るが,

(1)再 治療例

(2)糖 尿病合併症例

(3)塵 肺 合併症例

(4)リ ファンピシン,イ ソニコチ ン酸 ヒ ドラジ ドの1剤 又 は2剤 に耐性が確認 された場 合,あ るいは これ

のいずれかの服用 が不可能 な例

のいずれかに該 当する患者 にあ っては,結 核菌 の陰性期間4か 月 に,前 記該当項 目数が1項 目の場合 は3

か月,2項 目の場合 は6か 月,3項 目以上 の場合 は9か 月 を加え た期間 まで延長す ることがで きる。

ただ し,病 状,経 過 か ら菌陽性 と考 え られる肺結核患者 に対 し入所命令を行 った場合に は,命 令 によ る

入所期 間を3か 月 とし,喀 疾等 の検体 による培養検査 の結果,結 核菌陰性 と判明 した場 合 は,そ の時点 で

入所命令 を解除 する ことを原則 とす る。

健 医 感 発 第20号

平成 元 年2月28日

各{
都道府県

政 令 市

特 別 区}衛生主管部(局)長 殿

厚生省保健医療局疾病対策課

結核 ・感染症対策室長

初感染結核に対するINHの 投与について

従 来,中 学生 以下 の者 で一定 の基準 に該当す る者 は初感染結核 として,結 核予防法第34条 の公費負担 の

対象 と して取 り扱 われてきたが,最 近,義 務教育終了後の者の中 にも結核集団感染 の場合 な どに,初 感染結

核 の基 準 に該 当す る者 が認 め られ るので,初 感染結核 に対す るイソニ コチ ン酸 ヒ ドラジ ド(INH)の 投与

対象者 の基準 を下記 のよ うに改 めることと したので,ご 了知の うえ,関 係機関への周知方 よろ しくお願 いす

る。

記

1.中 学生以下 の者 に対 する基準

(1)既 往 にBCG歴 が な く,塗 抹陽 性患 者 と接触が ある場合 には,ツ ベル ク リン反応発赤 径の長径 が10

mm以 上 の者。

ただ し,既 往 にツベルク リン反応陽性 の記録が ある者 は除 く。

(2)既 往 にBCG歴 が な く,塗 抹陽 性患 者 と接触が ない場合 には,ツ ベル ク リン反応発 赤径の長 径が30

mm以 上 の者,あ るいは初回 のツベルク リン反応が29mm以 下で,再 ツベル ク リン反応 の結果 がおお

むね20mm以 上 の強 陽性 の者。

ただ し,既 往 にツベルク リン反応陽性 の記録が ある者 は除 く。

(3)既 往 にはBCG歴 があ り,塗 抹陽性患者 と接触が ある場合 には,ツ ベル ク リン反応発赤径の長径が30

mm以 上 で結核感染 が強 く疑 われる者。

(4)既 往 にBCG歴 が あ り,塗 抹 陽性患 者 と接触 がない場合 には,ツ ベルク リン反応発赤径の長径が40

mm以 上 で最近 の結核感染 が強 く疑 われる者。
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(5)既 往 に化学療法がな く,エ ックス線 写真で結核病学会分類IV型 の所見 を認 める者及 びV型 の所見 を認

め る者の一部。

2.義 務教育 終了後29歳 以下 の者 に対 す る基準

義務 教育 終了後29歳 以下 の者 については,当 該年齢層 に対す るツベルク リン反応検査 の経験が我が国

で は比較的少な く,結 核 集団感染 の場 合以外 には結核感染者 を選定 する ことが困難で あるので,原 則 と し

て結 核集団感染で感染が疑 われ る者 とす る。

ただ し,感 染源 と疑 われ る患者 が塗抹検査 で大量 の菌(ガ フキー3号 以上)を 排菌 して おり,激 しい咳

を続け,か つ,当 該年齢 層の者 と密接 な接触 を してお り,結 核感染 が強 く疑 われる場合 には,結 核集団感

染の場合以 外であ って も,対 象 とす ることが望 ま しい。

なお,上 記1及 び2の 対象者 については,結 核登録票 に(初)のマークを付 して他 の患者 と区別 し,結 核サ ー

ベイ ランスの入 力に際 しては,別 掲 とされたい。

公衆衛生審議会意見具申

平成 元 年1月27日

厚生大臣 小泉純一郎 殿

公衆衛生審議会

会長 山口正義

「結核予防法による入所命令の対象及び命令入所の期間について」及び

「初感染結核に対するINHの 投与について」の取扱いについて

(意見具申)

当審議会結核予防部会で は,昭 和62年12月4日 以降,結 核予防法 による命令入所の取扱い及び初感染結

核 に対 するINH投 与 の取扱 いにつ いて慎重 に検討 を行 った結果,下 記の通 りの結論を得たので具申す る。

記

1.結 核予防法 による入所命令 の対象及 び命令入所 の期間 につ いて

結 核予 防法 によ る入所命令 につ いては昭和36年 厚生省公衆衛生局長通知 「結核予防法に よる入所命令

の対象及 び命令入所 の期間 につ いて」 によ り実施 して きたが,短 期化学療法の導入等の医療の進 歩及 び結

核 医療 における菌検査重視 の考 え方 を踏 まえ,別 紙(1)案 の通 り改正す るのが適当であ るとの結論 を得た。

2.初 感染結核 に対す るINHの 投与 につ いて

従 来,中 学 生 以下 の者で一定 の基準 に該当す る者 は初感染結核 として,結 核予防法第34条 の公費負担

の対象 と して取 り扱 われて きたが,最 近,義 務教育終了後の者の中 にも結核集団感染の場 合な どに,上 述

の基準 に該 当す る者が認 め られ る例 も見 られ るようにな ったので,初 感染結 核 に対 す るヒ ドラジ ド(以 下

「INH」 とい う。)の 投与 につ いて は別紙(2)案 の通 り改正す るのが適当であ るとの結論 を得 た。

別 氏(1)

結核予防法 による入所命令の対象及 び命令入所の期間 について

1.入 所命令の対象 につ いて

入所命令の対象 とす る患者 は,そ の居住環境か ら判 断 して同居者 に結核 を伝染 させるおそれのある者 で
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あ って,そ の医学 的所見 がI)菌 陽性 の肺結核患者II)喉 頭結核で喀疾中に結 核菌を認 める患者等,

特に感染性 と考 え られる肺外結核患者III)病 状,経 過か ら菌陽性 と考え られ る空洞性肺結核患者,あ る

い は非 空洞 型 であ って も結核病学会病型分類 中 「b.病 巣 の拡 り」が2以 上で菌陽性 と予想 される肺結核

患者 とす る。

2.命 令入所 の期 間について

命令による入所 を継続 する期 間は,塗 抹検査及 び喀痰培養検査で結核菌が4ヵ 月陰性であ ることが確認

され るまで の期 間 とす るが,I)再 治 療例II)糖 尿病合併症III塵 肺合併症IV)リ ファンピシン

(以下 「RFP」 とい う。)INHの1剤 又 は2剤 に耐性が確認 され た場合,あ るいはこれのいずれかの服 用

が不可能な例 のいずれかに該 当する患者 にあっては,結 核菌 の陰性期間4ヵ 月 に,前 記該 当項 目が1項 の

場合3ヵ 月,2項 の場合6ヵ 月,3項 以上 の場合 は9ヵ 月 を加 えた期間 まで延長す ることがで きる。

ただ し,病 状,経 過 か ら菌 陽性 と考 え られる空洞性肺結核患者 あるいは非空洞型であ って も結 核病学 会

病型分 類 中 「b.病 巣 の拡 り」 が2以 上 で菌陽性 と予想 される肺結核患者 に対 し入所命令を行 った場 合に

は,入 所命令期間を3ヵ 月 とし,喀 疾培養検査 の結果,陽 性 な らば菌陽性の肺結核患者 として取 り扱 うこ

ととし,陰 性 と判 明 した場 合はその時点 で入所命令 を解除す ることを原則 とす る。

別紙(2)

初感染結核 に対す るINHの 投与 について

従来,初 感 染結 核に対 す るINHの 投与 については,中 学生以下 を結核予防法の公費負担医療の対象 とし

て いたが,適 応年齢を29歳 以下 に改め,そ の適用基準 を以下 の通 り改 める。

(1)中 学生以下の者に対す る基準

ア 既 往 にBCG歴 がな く,塗 抹 陽性患 者 と接触 が あ る場 合 に は,ツ ベ ル ク リン反応発赤径の長径が10

mm以 上の者。ただ し,既 往 に ツベル ク リン反応 陽性 の記録 がある者 は除 く。

イ 既 往 にBCG歴 がな く,塗 抹 陽性患 者 との接 触 がな い者 で は,ツ ベ ル ク リン反応発赤径の長径が30

mm以 上の者,あ るい は初回の ツベル ク リン反応 が29mm以 下 で,再 ツベルク リン反応の結果が強陽性

の者(お おむね20mm以 上)。 ただ し既往 に ツベル ク リン反応陽性 の記録が ある者 は除 く。

ウ 既 往 にBCG歴 があ り,か っ塗抹 陽性患者 との接触 がある場合 には,ツ ベルク リン反応発赤径の長径が

30mm以 上で結核感染が強 く疑 われ る者。

エ 既 往 にBCG歴 があ り,塗 抹陽性患 者 との接触 が認 め られない場合 には,ツ ベルク リン反応発赤径の長

径が40mm以 上で最近の結核感染が強 く疑 われ る者。

オ 既 往 に化学 療法 が な く,x線 写真 で結 核病学会分類IV型 の所見 を認 める者及 びV型 の所見を認 める者

の一部。

(2)義 務教育終 了後29歳 以下の者 に対す る基準

ツベルク リン反応検査成績の解釈が難 しいので,原 則 として結核集団感染 で結核感染が強 く疑われ る者

と し,そ の他 の場合 は特 に必要 と考え られ る例外的な もののみ とす る。

なお,BCG既 接 種者 で は結核 感染 の有無の判断が難 しい ことが多いので,不 必要 にINHを 投与す る

ことがないよ う慎重 に判断す ること。

(参考)

1.初 感染結核

初感 染結核 とい う言葉 は,学 問的 には結核初感染 に引 き続 いて発症す る結 核症,つ ま り肺 門 リンパ節腫

脹,双 極性浸潤 などを意味 する言葉で あるが,こ こで は 「比較的最近結核 に感染 した と考 え られる者 など

で発病 の危 険 が高 い者」 を意味 してお り,こ のため(初)という特別の略語を用い,日 本結 核病学会X線 病
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型 のH型 な ど と区別 して いる。学会分類で は(初)のほとん どすべて は0型 であ り,一 部 にV型 あるいはIV

型 の者 がみ られる。

2.公 費負担医療 の内容

この場 合,医 療 の内容 と して はINH単 独を6カ 月間投与 す る方法 を原則 とする。結核医療 の基準で は

INH耐 性 菌 の感染 を受 けた例 で はRFP単 独投与す ることを認 めているが,こ のよ うな例 は例外的な も

ので ある。

3.29歳 以下 と した考え方

INHの 副 作用 によ る肝 機能 障害 は年齢 が高 くな るほど出現率 が高 くなると報告 されて いること及び我

が国 の現 状で はツベル ク リン検査 によ り発病率 の高 い群 を選定 できるのは20歳 代 までであ り,30歳 を超

え ると,対 象者の選定 が困難 であ ることか ら,29歳 以下 の者 を対象 とす ることと した。

ただ し,投 薬時に食欲不振,悪 心,嘔 吐,黄 疸 などの肝機能障害 を思わせ る症状の有無を問診 し,何 れ

かの症状があ る場合には肝機能検査 を行 う。
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